
質の高い医療をより効率的・効果的に提供するために、「全国医療情報プラットフォー
ム」の仕組みである、「オンライン資格確認システム」「電子処方箋」は運用が開始して
おります。さらに令和７年４月から「電子カルテ情報共有サービス」の運用が開始予定で
す。

◼ 電子カルテ情報共有サービスとは
全国の医療機関や薬局などで患者の電子カルテ情報を共有するための仕組みです。

1. 診療情報提供書を電子で共有できるサービス。
2. 各種健診結果を医療保険者及び全国の医療機関等や本人等が閲覧できるサービス。
3. 患者の６情報を全国の医療機関等や本人等が閲覧できるサービス。
4. 患者サマリーを本人等が閲覧できるサービス。
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出典：厚労省 令和６年１０月３０日 電子カルテ情報共有サービスについて

文書情報 患者サマリー 臨床情報（患者の６情報）

①健康診断結果報告書
②診療情報提供書
→退院時サマリーは添付扱い

・傷病名
・療養上の計画・アドバイス
＋薬剤アレルギー等、その他
アレルギー等、感染症、検査、
処方情報(電子処方箋)

①傷病名
②薬剤アレルギー等
③その他アレルギー等
④感染症
⑤検査(救急、生活習慣病に関
する項目)
⑥処方情報(診療情報提供書)

電子カルテ情報共有サービスについて①



株式会社ユアーズブレーンでは、診療報酬の解釈や指導監査対策等、医事に関する
様々なご質問・ご相談に対応する「医事相談室」サービスを提供しております。
詳細をご希望の方はhttps://www.yb-satellite.co.jp/original9.html#a04から、

またはTEL：082-243-7331e-mail：info@yb-satellite.co.jp からお問合せください。
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◼ 運用開始に向けたスケジュール

出典：厚労省 令和６年１０月３０日 電子カルテ情報共有サービスについて

以下の9地域で2025年1月から電子カルテ情報共有サービスのモデル事業を実施し、令和
7年度中の本格稼働に向けて医療DXで想定する情報共有の有用性・機能の検証や課題抽出
を行う予定です。

出典：厚労省 令和６年１０月３０日 電子カルテ情報共有サービスについて

2024年1１月

モデル事業実施地域

➢ 北海道(函館医療センター、高橋病院を中心として森町国民健康保険病院、近隣医療機関が参画予定)
➢ 山形県(日本海総合病院を中心とした地域)
➢ 茨城県(水戸済生会総合病院を中心とした地域)
➢ 千葉県(千葉大学医学部付属病院を中心とした地域)
➢ 石川県(加賀市医療センターと金沢大学附属病院を中心としてうわだな小児科医院、加賀たちばな元

気クリニック、近隣医療機関が参画予定)
➢ 静岡県(浜松医科大学医学附属病院を中心として、浜松医療センター、中東遠総合医療センター、藤

枝市立総合病院と調整中)
➢ 愛知県(藤田医科大学病院を中心とした地域)
➢ 三重県(三重大学医学附属病院を中心とした地域)
➢ 奈良県(南奈良総合医療センターを中心とした地域)
➢ 宮崎県(宮崎大学医学部附属病院を中心とした地域)
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